
●　本預金は、2025年度税制改正における「結婚・子育て資金の一括贈与に係
　る贈与税の非課税措置」（以下、「結婚・子育て資金非課税措置」といいます。）
　に対応している商品です。



およびこども家庭庁



前年の合計所得金額が1,000万円以内の方

18歳以上50歳未満の個人のお客さまで以下に該当される方

2027年3月31日

2015年４月１日から2027年３月３１日 さま
さま さま



マイナンバーカード（個人番号カード）、通知カード、
住民票（個人番号の記載あり）等

　　お孫さま等のマイナンバー
が確認できる書類（原本）

確定申告書写し、源泉徴収票など
※お孫さま等に所得がない場合やお孫さま等が扶養親族
　等の場合は、「合計所得金額に関する確認書」を合計
　所得金額の証明書として使用できます。

確認書は教育資金非課税申告書と併せてご提出ください。合計所得金額に関する確認書9
　 お孫様等の合計所
得金額を明らかにす
る書類

10

マイナンバーカード（個人番号カード）等



「領収書」や「領収書以外に必要な書類」についての詳細は、こども家庭庁ホームページの「結婚・子
育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」、「別表」や「領収書等のチェックツー
ル」をご参照ください。
こども家庭庁ホームページ【https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/zouyozei】



こども家庭庁ホームページ【https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/zouyozei】

こども家庭庁





2025年4月1日現在　No.142（2025.4-0）DNP

2013年4月1日より、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が施行されております。
子の育児に係る費用については、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と対象範囲
が重複する部分がありますが、一回の支払いについて、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非
課税措置」と重複して適用をうけることはできません。

契約期間中に祖父母さま等が亡くなられた際、結婚・子育て資金のお支払いに充てられていなかった
残額がある場合、当該残額は祖父母さま等から相続などにより取得したものとみなされ、相続税の課
税対象となりますので、ご留意ください。

※受贈者がお孫さま等の場合において、本制度を利用して贈与を受け贈与者が契約終了前に亡くな
　った場合は、受贈者の相続税額に20％が加算されます（いわゆる「2割加算」の適用）。
　2021年４月以降に本専用口座に預入された金額について対象となります。


